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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

回次
第76期

第３四半期
連結累計期間

第77期
第３四半期
連結累計期間

第76期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日

自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 (百万円) 213,224 233,627 282,575

経常利益 (百万円) 4,473 4,603 4,663

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 2,945 2,953 2,833

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 3,429 3,045 3,555

純資産額 (百万円) 32,697 34,473 32,829

総資産額 (百万円) 122,051 118,536 111,906

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 367.93 367.71 353.75

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ─ 331.29 350.53

自己資本比率 (％) 26.8 29.1 29.4
 

 

回次
第76期

第３四半期
連結会計期間

第77期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

１株当たり
四半期純利益金額

(円) 163.42 200.02
 

 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。これに伴い、前連結

会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「１株当たり四半期（当期）純利益金額」及び「潜在

株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」を算定しております。

４　第76期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

５　当社は第75期より従業員株式所有制度を導入しております。当制度の導入に伴い、資産管理サービス信託銀

行株式会社(信託Ｅ口)(以下、「信託Ｅ口」といいます。)が保有する当社株式を、１株当たり四半期(当期)

純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております。

      ６ 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)等を適用し、第１四半期連結累計期

          間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の

内容に重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社の異動については以下のとおりであります。

 
　　（食肉関連事業）

　　 第１四半期連結会計期間において、連結子会社であったスターゼン広域販売㈱は、スターゼン販売㈱を存続会

   社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

     また、第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった㈱小美玉ファームを清算いたしました。

　　（その他の事業）

　　　第１四半期連結会計期間において、連結子会社であった青木食品販売㈱は、㈱青木食品を存続会社とする吸収

　　合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府及び日銀による経済対策や金融政策を背景に、企業収益

や雇用情勢の改善、訪日外国人によるインバウンド消費の拡大が進むなど緩やかな回復基調が継続したものの、中

国をはじめとした新興国経済の下振れ、アメリカの金利引き上げや原油価格の下落等の影響が懸念されており、依

然として先行き不透明な状態が続いております。

食肉業界では、国産牛肉は出回り量が減少し、市況は前年を上回りました。国産豚肉と国産鶏肉はともに出回り

量は前年並みでしたが、市況は国産豚肉が前年を下回り、国産鶏肉は前年を上回りました。輸入牛肉は出回り量が

減少し、市況は前年を上回りました。輸入豚肉と輸入鶏肉は出回り量はともに前年を上回りましたが、市況は輸入

豚肉が前年を下回り、輸入鶏肉は前年並みで推移しました。

このような状況の中、当社グループは営業力の強化を図り、未開拓エリアへの進出や未取引先へのアプローチを

積極的に進めるとともに、既存得意先への深耕拡売を推進し、食肉および食肉加工品の拡売に注力した結果、売上

高は増加となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は2,336億27百万円（前年同四半期比9.6％増）、営業利

益は31億71百万円（前年同四半期比18.9％減）、経常利益は46億3百万円（前年同四半期比2.9％増）となりまし

た。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては29億53百万円（前年同四半期比0.3％増）となりました。　

 
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　

<食肉関連事業>

食肉関連事業は、牛の出回り頭数減少、世界的な食肉需要の増加や円安等による影響から国内における食肉相場

の高値推移が続く中、当社グループは、安定した供給体制の下で販売を行った結果、売上高は2,313億66百万円（前

年同四半期比9.7％増）となりました。

　また、部門別の業績は次のとおりであります。

（食肉）

国産牛肉は、出回り頭数の減少により相場が高値で推移しましたが、量販店や外食への積極的な販売を行った結

果、売上高は前年を上回りました。　

　国産豚肉は、豚流行性下痢症候群（PED）の影響がおさまり出回り頭数が回復したことや、輸入豚肉相場の下落等

から、相場は下落傾向となりましたが、安定的な集荷・生産体制の下で販売拡大を進めた結果、売上高は前年を上

回りました。

　国産鶏肉は、価格優位性により量販店等からの引き合いが強く、売上高は前年を上回りました。

　輸入牛肉は、輸入量が前年を下回ったものの、総じて相場が高値で推移した結果、売上高は前年を上回りまし

た。

 輸入豚肉は、輸入量、相場ともに前年を下回ったことから、売上高は前年を下回りました。 

　輸入鶏肉は、相場の高値推移、加工原料としての高い需要により、売上高は前年を上回りました。

　これらの結果、食肉部門の売上高は1,906億円（前年同四半期比9.6％増）となりました。

（加工食品）

加工食品は、ローストビーフ、ローストポーク、ハンバーグを中心に量販店、外食、コンビニエンスストアへの

販売拡大を進めた結果、売上高は前年を上回り、292億58百万円（前年同四半期比10.3％増）となりました。

EDINET提出書類

スターゼン株式会社(E02574)

四半期報告書

 4/19



 

（ハム・ソーセージ）

ハム・ソーセージは、業務提携先、委託先の活用による生産量、販売量の拡大を進めた結果、売上高は前年を上

回り、102億21百万円（前年同四半期比13.0％増）となりました。

（その他）

その他の取扱品につきましては、売上高は12億86百万円（前年同四半期比9.2％減）となりました。

<その他の事業>

その他の事業につきましては、売上高は22億61百万円（前年同四半期比横ばい）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べて、68億83百万円増加し、782億82百万円となりました。これは、主として

前渡金や商品及び製品が減少したものの、受取手形及び売掛金が増加したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比べて、2億53百万円減少し、402億5百万円となりました。これは、主として投

資有価証券が増加したものの、のれんや建物及び構築物、機械装置及び運搬具が減少したことによります。

　この結果、総資産では、前連結会計年度末に比べて、66億30百万円増加し、1,185億36百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べて、49億16百万円増加し、538億33百万円となりました。これは、主として

買掛金や一年内返済予定の長期借入金が増加したことによります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比べて、68百万円増加し、302億28百万円となりました。これは、主として長期

借入金が減少したものの、社債や繰延税金負債、長期預り金が増加したことによります。

　この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比べて、49億85百万円増加し、840億62百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べて16億44百万円増加し、344億73百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

① 基本方針の内容の概要

 当社は、当社株式の大規模な買付行為等の是非については、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきものと

 考えており、そのために株主の皆様が適切な状況判断を行えるよう、十分な情報提供と考慮期間を設ける必要があ

　ると認識しております。

　 また、当社は、一概に当社株式に対しての大規模な買付行為等に対して否定的な見解を有するものではありませ

 ん。しかしながら、実際に資本市場で発生する大規模な買付行為の中には、

1)当社株式の大量買付の目的が真摯に合理的な経営を目指すものではないことが明白であるもの、

2)買収者が一般株主に対し、不利益な条件で株式売却を事実上強要する恐れがあるもの、

3)買収者が、一般株主が適切に判断するために必要な情報の提供や考慮期間を用意していないもの、

4)買収者が当社取締役会に対し、買収提案及び事業計画等の提示、並びに交渉機会、考慮期間を用意していないも

の等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにならないものも想定されます。

そのような買付行為を行う者は、当社の会社支配に関する基本方針に照らして適当でないと判断し、企業価値ひ

いては株主共同の利益を確保する為に、不適切な者からの大規模な買付行為等を防止するために何らかの対抗処置

を講ずる必要があると考えます。

②　会社支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

当社では、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための取り組みとして、以下の施策を実施して

おります。

1)食の安全安心に対する取り組み

当社では、取り扱い商品の安全・安心を確保するため、平成16年より『ＳＱＦ』の導入を進めており、平成27年

12月末時点で54ヶ所が認定を受けております。『ＳＱＦ』の導入促進に加えて、従業員へのコンプライアンス教育

を徹底することで、グループ全体における安全衛生・品質管理体制の確保、向上に努めております。

2)国内マーケットの変化及びグローバル化に対する取り組み
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当社グループがさらに成長するためには、国内の営業基盤をより一層強化するため、新商品の開発、新規取引先

の開拓に注力することであります。さらに食肉の輸出拡大、海外からの商品調達の強化、加えて海外での新規事業

の展開も視野に入れた活動を行っております。

 当社グループは、以上のような取り組みを基本として、企業価値ひいては株主共同の利益の一層の向上を追求

し、さらには財務体質の強化と内部留保の充実を考慮しつつ、株主利益を重視した配当政策を実施してまいりま

す。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取り組みの概要

当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして、平成

25年５月13日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」

といいます。）の継続を決議し、平成25年６月27日開催の第74回定時株主総会において、本プランの継続につい

てご承認を得ております。

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とす

る当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付

行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

　本プランにおける大規模買付時の情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルー

ル」といいます。）は、1)事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)必要情

報の提供完了後、対価を現金（円価）のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、また

はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設

定し、取締役会評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。ただし、対抗措置の内容に

ついては株主意思確認手続きをとった場合は、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付

行為は開始できません。

 本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為

に対する対抗措置は講じません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、または遵守

されていても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を著しく損なうと判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

守ることを目的として、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認

める検討可能な対抗措置をとることがあります。

 このように対抗措置をとる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、当社取締役会は対抗措置の

発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役又は社外有識者から選任された委員で

構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非につい

て、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し

て、独立委員会の勧告を最大限尊重します。

 なお、本プランの有効期限は平成28年６月30日までに開催される当社第77回定時株主総会の終結の時までと

なっております。ただし、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または当社取締

役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合にはその時点で廃止されます。

④　本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないことについて

本プランは、1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、2)株主共同の利益の確保・向上の目的を

もって導入されていること、3)株主意思を反映するものであること、4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報

開示、5)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと、の理由から、基本方針に沿い、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので

はないと考えております。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は27百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000
 

 （注）平成27年６月26日開催の第76回定時株主総会における株式併合議案の承認可決により、平成27年10月１日付で、

普通株式について10株を１株の割合で併合しております。合わせて、同定時株主総会における定款変更議案の承

認可決により、平成27年10月１日付で、発行可能株式総数を180,000,000株減少し、20,000,000株としておりま

す。

 
② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年２月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,775,921 同左
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株
であります。

計 8,775,921 同左 ― ―
 

(注)１ 平成27年６月26日開催の第76回定時株主総会における株式併合議案の承認可決により、平成27年10月１日付

で、普通株式について10株を１株の割合で併合しており、発行済株式総数は78,983,295株減少し、8,775,921株

としております。また、同定時株主総会における定款変更議案の承認可決により、平成27年10月１日付で、単

元株式数を1,000株から100株へと変更しております。

　　　２ 提出日現在発行数には、平成28年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年10月1日
(注)

△78,983 8,775 ─ 9,899 ─ 5,832
 

　 （注）普通株式について10株を１株の割合で株式併合を行っており、発行済株式総数は78,983,295株減少し、8,775,921

株となっております。

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成27年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

　平成27年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
 普通株式 　6,228,000

― ―

完全議決権株式（その他）  普通株式 79,768,000 79,768 ―

単元未満株式  普通株式　 1,763,216 ― ―

発行済株式総数 87,759,216 ― ―

総株主の議決権 ― 79,768 ―
 

(注)１ 単元未満株式には、当社所有の自己株式211株が含まれております。なお、「完全議決権株式（自己株式

等）」　　

      の欄には、自己株式のうち、信託Ｅ口が所有する当社株式1,176,000株を含めておりません。

 ２ 平成27年６月26日開催の第76回定時株主総会における株式併合議案の承認可決により、平成27年10月１日付で、

普通株式について10株を１株の割合で併合しております。また、同定時株主総会における定款変更議案の承認

可決により、平成27年10月１日付で、単元株式数を1,000株から100株へと変更しております。

当該株式併合及び単元株式数の変更は上記株式数には反映されておりません。

 
② 【自己株式等】

  平成27年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数の合
計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
スターゼン株式会社

東京都港区港南二丁目５番
７号

6,228,000 ― 6,228,000 7.09

計 ― 6,228,000 ― 6,228,000 7.09
 

(注)１ 上記には、信託Ｅ口が所有する当社株式1,176,000株を含めておりません。

     ２ 平成27年６月26日開催の第76回定時株主総会における株式併合議案の承認可決により、平成27年10月１日付

で、普通株式について10株を１株の割合で併合しております。また、同定時株主総会における定款変更議案の

承認可決により、平成27年10月１日付で、単元株式数を1,000株から100株へと変更しております。

当該株式併合及び単元株式数の変更は上記株式数には反映されておりません。

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平成

27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,336 9,870

  受取手形及び売掛金 27,567 ※3  40,314

  商品及び製品 22,509 20,914

  仕掛品 318 278

  原材料及び貯蔵品 1,840 1,543

  その他 8,883 5,417

  貸倒引当金 △56 △56

  流動資産合計 71,398 78,282

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 12,796 12,491

   土地 10,334 10,265

   その他（純額） 5,877 5,617

   有形固定資産合計 29,008 28,374

  無形固定資産   

   のれん 941 71

   その他 353 298

   無形固定資産合計 1,295 369

  投資その他の資産 ※1  10,154 ※1  11,461

  固定資産合計 40,459 40,205

 繰延資産 47 48

 資産合計 111,906 118,536
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 14,716 17,142

  短期借入金 18,786 18,280

  未払法人税等 925 681

  賞与引当金 1,199 655

  その他 13,288 17,073

  流動負債合計 48,917 53,833

 固定負債   

  社債 3,400 4,400

  転換社債型新株予約権付社債 4,000 4,000

  長期借入金 19,108 17,912

  退職給付に係る負債 1,776 1,808

  その他 1,873 2,107

  固定負債合計 30,159 30,228

 負債合計 79,076 84,062

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,899 9,899

  資本剰余金 11,087 9,851

  利益剰余金 11,980 14,660

  自己株式 △1,450 △1,394

  株主資本合計 31,516 33,017

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,293 1,493

  繰延ヘッジ損益 19 △16

  為替換算調整勘定 △16 △70

  退職給付に係る調整累計額 54 33

  その他の包括利益累計額合計 1,351 1,440

 非支配株主持分 △38 16

 純資産合計 32,829 34,473

負債純資産合計 111,906 118,536
 

 

EDINET提出書類

スターゼン株式会社(E02574)

四半期報告書

11/19



(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 213,224 233,627

売上原価 193,820 214,629

売上総利益 19,404 18,998

販売費及び一般管理費 15,493 15,826

営業利益 3,911 3,171

営業外収益   

 受取利息 22 22

 受取配当金 74 78

 不動産賃貸料 363 359

 受取保険金及び配当金 227 178

 持分法による投資利益 272 1,117

 その他 217 224

 営業外収益合計 1,177 1,982

営業外費用   

 支払利息 340 307

 不動産賃貸費用 139 140

 その他 135 101

 営業外費用合計 615 549

経常利益 4,473 4,603

特別利益   

 固定資産売却益 25 7

 補助金収入 34 -

 特別利益合計 60 7

特別損失   

 固定資産売却損 6 -

 固定資産除却損 9 34

 減損損失 105 4

 特別損失合計 121 38

税金等調整前四半期純利益 4,411 4,572

法人税、住民税及び事業税 1,220 1,245

法人税等調整額 236 371

法人税等合計 1,456 1,616

四半期純利益 2,955 2,956

非支配株主に帰属する四半期純利益 9 3

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,945 2,953
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 2,955 2,956

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 283 192

 繰延ヘッジ損益 145 △37

 為替換算調整勘定 34 △28

 退職給付に係る調整額 △0 1

 持分法適用会社に対する持分相当額 12 △38

 その他の包括利益合計 474 89

四半期包括利益 3,429 3,045

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,420 3,042

 非支配株主に係る四半期包括利益 9 3
 

EDINET提出書類

スターゼン株式会社(E02574)

四半期報告書

13/19



【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の変更)

　第１四半期連結会計期間において、連結子会社であったスターゼン広域販売㈱は、スターゼン販売㈱を存続会社と

する吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。同じく連結子会社であった青木食品販売㈱

は、㈱青木食品を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

 また、第２四半期連結会計期間において、㈱小美玉ファームを清算いたしました。

 
(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変

動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方

法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処

理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映さ

せる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度について

は、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（３）、連結会計基準第44－５項（３）及び

事業分離等会計基準第57－４項（３）に定める経過的な取扱いに従っており、過去の期間のすべてに新たな会計方針

を遡及適用した場合の第１四半期連結会計期間の期首時点の累積的影響額を資本剰余金及び利益剰余金に加減してお

ります。

 この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、のれん861百万円及び資本剰余金1,241百万円が減少するとと

もに、利益剰余金が379百万円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益はそれぞれ88百万円増加しております。
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(追加情報)

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行ってお

ります。
 

(1) 取引の概要

「株式給付信託（従業員持株会処分型）」は、「社員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべ

ての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。

　本制度では、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする「株式給付信託（従業員持株会処

分型）契約書」(以下、「本信託契約」といいます。)を締結しております。本信託契約に基づいて設定される信託

を「本信託」といいます。また、みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社との間で、資産管

理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を

締結しております。

　本制度では、信託の設定後５年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、信託Ｅ口が予め一括して取得

し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託Ｅ口が持株会への売却を通

じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足す

る持株会加入者に分配します。また当社は、みずほ信託銀行株式会社が当社株式を取得するための借入に対し保証

をしているため、信託終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保

証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
　
　　(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度368百万円、134千株、当第３四

半期連結会計期間298百万円、108千株であります。

(注) 平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。これに伴い、前連結会

計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、株式数を算定しております。
　

　　(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

　　前連結会計年度357百万円、当第３四半期連結会計期間282百万円

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

投資その他の資産 205百万円 161百万円
 

 

　２ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

 

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

セブンフーズ㈱ 1,540百万円 1,411百万円

㈱阿久根食肉流通センター 1,240　〃 1,036 〃

その他 1,991 〃 1,793 〃

計 4,772百万円 4,242百万円
 

 

※３ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

受取手形 ―百万円 13百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとお

りであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

減価償却費 2,264百万円 2,052百万円

のれんの償却額 98 〃 9　〃
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日)

　

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 570 7.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

(注) 　平成26年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託Ｅ口が保有する自社の株式に対する配当

金11百万円が含まれております。

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日)

　

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 652 8.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

　(注)　平成27年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託Ｅ口が保有する自社の株式に対する配当

　　　金10百万円が含まれております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平

　成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

当社は、生産肥育から食肉の処理加工、製造、販売に至るまでの事業を主に国内で行う「食肉関連事業」を中心

に事業活動を展開しており、報告セグメントは「食肉関連事業」のみであるため、セグメント情報の記載を省略し

ております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 367円93銭 367円71銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 2,945 2,953

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

2,945 2,953

普通株式の期中平均株式数(株) 8,006,630 8,031,451

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 331円29銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 883,002

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注) １　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

 ２ 平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。これに伴い、前連結

会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「１株当たり四半期純利益金額」、「普通株式の期中

平均株式数」、「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」及び「普通株式増加数」を算定しておりま

す。

 ３ 信託Ｅ口が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第３四半期

連結累計期間149,444株、当第３四半期連結累計期間121,211株）。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年２月12日

スターゼン株式会社

取　締　役　会　　御　中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　鈴　木　　聡  　　
 

 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　廣　田　剛　樹
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスターゼン株式

会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スターゼン株式会社及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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